
各　　位

　標記のことについて，下記のとおり取り扱います。

　４月２９日（金）【昭和の日】

　５月　３日（月）【憲法記念日】

　５月　４日（火）【みどりの日】

　５月　５日（水）【こどもの日】

お問合せ先　：　庶務課　047-474-2201　

以　　上 

記

令和３年３月３０日

生 産 工 学 部

令和３年度４月・５月における祝日の窓口取扱い時間について
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